
 

 

食品表示は、様々な法律で規定されています。 

表示例 
商品名   れもんすかっしゅ 

 
 

肌の細胞の新陳代謝が活性化され、美白になります。 
 
 
 

無果汁 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※ ○衛食品衛生法   ○ＪＪＡＳ法    ○計計量法 
 

名称 炭酸飲料 

原材料名 
糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）、 
ビタミンＣ、酸味料、ベニバナ黄色素 

内容量 ３００ｍｌ 

賞味期限 
キャップに記載 

保存方法 
直射日光を避けて、保存してください。 

製造者 
株式会社○○飲料 
○○県○○市○○町１－１ 

栄養成分表示 
（製品１００ｍｌあたり） 
エネルギー４０ｋｃａｌ  たんぱく質０ｇ  脂質０ｇ  
炭水化物１０ｇ  ナトリウム２５ｍｇ  ビタミンＣ200mg 

○衛 ○Ｊ 

○衛 ○Ｊ 

○衛 ○Ｊ 

○Ｊ ○計 

○Ｊ 

○衛○Ｊ○計  

食品添加物の表示

○衛○Ｊ 

健康増進法 

資源有効利用促進法 

※ 

医薬品と紛らわしい効能効果の表示・広告の禁止 

 

薬事法 

原材料に果汁又は果肉が使用されていない食品に 

果実の名称を用いた商品名を表示する場合は、 

「無果汁」等果汁が入っていない旨の表示が必要 

 
景品表示法 

 

2010.10.12 

（この表示例の中では 

任意の表示となります。） 


